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警察官が反則告知の際に現場で
反則金を受け取ることはありません
※反則金は金融機関で納付してください

自転車の交通反則通告制度（青
切符）を悪用した詐欺が、他府県
で発生しましたので、気をつけてく
ださい。
警察官をかたって、直接反則金を
受け取ろうとする人がいた場合は、
すぐに110番通報をしてください。

交通反則通告制度（青切符）の流れ
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青切符（交通反則告知書） 納付用紙

「青切符（交通反則通告制度）」とは、一定の交通違反をした場合、反則金を納めれば刑事手続きに移
行せず、事件が終結されるという制度です。
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